
令和７年度杉並区食品衛生歳末一斉監視事業の実施結果について 

 

杉並区では、歳末の短期間に大量に流通・提供される食品の安全を確保するため、12月に食品衛生歳末一

斉監視事業を実施しました。このたび、実施結果がまとまりましたのでお知らせします。 

 

1 食品取扱施設への立入検査状況 

食品等の収去検査や表示検査、食品の衛生的な取扱い等の監視指導を目的として、561軒の施設に対し

て立入検査を実施しました。その結果、食肉の取扱いに不備のあった施設など計 16軒に対し、改善を図るよ

う注意指導等の行政指導を行いました。 
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合計 561 647 1,055 16 15 0  1 0  

製造・処理施設 50 71 121 2 2 0  0  0  

販売施設 64 75 100 0 0 0  0  0  

調理施設 412 466 762 14 13 0  1  0  

その他 35 35 72 0 0 0  0  0  

製造・処理施設には、菓子製造業やそうざい製造業などがあります。  

販売施設には、魚介類販売業や食肉販売業などがあります。 

調理施設には、すし屋や弁当屋、居酒屋などがあります。 

その他には、行商や臨時出店者などがあります。 

 

2 食品表示検査 

食品表示法に基づき、適正な表示がなされているか検査を実施しました。 
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合計 1,782 91 49 1,021 2 0  0  0  0 1 1 0 

 

 



3 食品等の検査状況（細菌検査及び化学検査） 

区内で調理・製造された食品や、スーパーなどで販売されている食品等 40品目を検査したところ、検査結果

が不良のものはありませんでした。 
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合計 40 27 0 13 0 

魚介類等 4 2 0 2 0 

肉・卵類及びその加工品 6 3 0 3 0 

菓子類 22 14 0 8 0 

その他の食品 8 8 0 0 0 

 （検査機関：杉並保健所生活衛生課衛生検査係、厚生労働省登録検査機関） 

・細菌検査：汚染の指標となる細菌数や、食中毒の原因菌等について検査を行います。 

・化学検査：食品添加物や農薬等について検査を行います。 

以上の検査の結果、食品衛生法や食品表示法の違反、杉並区の措置基準に適合しない場合などに

不良数として計上しています。 

 

4 重点監視項目の結果概要 

（１） HACCPの取組支援 

食品等事業者に対し、延べ 550件の立入検査を実施し、衛生管理計画の作成、記録の実施等の指導

を行いました。 

（２） 食肉等の取扱施設 

 食肉の生食等による食中毒を防止するため食肉を取り扱う施設に対し、延べ 497件の立入検査を実施

し、鶏肉の生又は加熱不十分な調理での自粛や、生食用食肉及び牛の肝臓の規格基準の遵守、食品・

器具の衛生的な取扱い等について監視指導を行いました。その結果、生又は加熱不十分な食肉を提供

していた施設に対し、十分な加熱の実施など、9件の指導を行いました。 

 

5 食品衛生講習会の実施状況 

食品営業関係者を対象として、肉の生食やノロウイルス等食中毒予防をはじめ、HACCPや衛生管理計画作

成等について講習会を行いました。また、区民を対象として、食品の取扱いや手洗い方法など食中毒予防につ

いて講習会を実施しました。 

 

 
 回数 参加人数 

合計 7 1,306 

食品営業関係者向け 5 1,049 

区民向け 6 257 
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